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緊急事態宣⾔の終了を踏まえた基本的対処⽅針の着実な実施のお願い 
 
 
令和３年３⽉ 18 ⽇に新型コロナウイルス政府対策本部において、３⽉ 21 ⽇をもって緊急事態が
終了する（参考資料１）とともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処⽅針」（参考資
料２）が変更されましたのでお知らせいたします。 
 
基本的対処⽅針では、国及び⾃治体において、「緊急事態宣⾔解除後の新型コロナウイルス感染症
への対応」（参考資料３、４）を踏まえ、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡⼤を防⽌し、
重症者・死亡者の発⽣を可能な限り抑制するため取組をすすめていくこととするとされていると
ころです。 
 
また、基本的対処⽅針では、緊急事態措置区域から除外された都道府県においては、職場への出
勤については当⾯、「出席者数の７割削減」を⽬指し、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要と
なる職場でもローテーション勤務等を強⼒に推進することとされていますので、当省の所管団体
の皆様におかれては、在宅勤務（テレワーク）、ローテーション勤務等にご協⼒お願いいたします。 
 
また、それ以外の都道府県についても、テレワーク、時差出勤、⾃転⾞通勤等、⼈との接触を低
減する取組に引き続きご協⼒いただきますようお願いいたします。 
 
 
＜参考資料＞ 
参考資料１︓新型コロナウイルス感染症緊急事態宣⾔の終了 
 https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_shuryo_20210319.pdf 
 
参考資料２︓新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処⽅針（令和３年３⽉ 18 ⽇変更） 
 https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210318.pdf 
 
参考資料３︓緊急事態宣⾔解除後の新型コロナウイルス感染症への対応（P95〜105） 
 https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/sidai_r030318.pdf 
 
参考資料４︓緊急事態宣⾔解除後の新型コロナウイルス感染症への対応（概要）（P94） 
 https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/sidai_r030318.pdf 
 
参考資料５︓緊急事態宣⾔解除後の地域におけるリバウンド防⽌策についての提⾔ 
 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/ribaundoboushisaku_teigen.pdf 
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